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障障発０９０８第１号 

平成２７年９月８日 

  都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局     

障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

指定就労継続支援Ａ型における適正な事業運営に向けた指導について 

 

指定障害福祉サービス事業者等に対する指導監査については、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」

という。）に基づき行われているところである。 

さて、指定就労継続支援Ａ型については、通常の事業所に雇用されることが困難

であって、雇用契約に基づく就労が可能である者を雇用して就労の機会を提供する

とともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を適切かつ効果的に行う

こととされているところである。 

しかしながら、指定就労継続支援Ａ型事業者の中には、法の趣旨に反し、また、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年９月２９日

厚生労働省令第１７１号。以下「運営基準」という。）の規定に抵触すると考えら

れる不適切な事業運営を行っている事業者があることが指摘されている。 

このため、下記のとおり、指定就労継続支援Ａ型の利用手続きや不適切な事業運

営の事例に係る指導の際の確認点を整理したので、指導の際に活用いただくととも

に、各都道府県におかれては、貴管内市町村に対する周知方よろしくお願いする。 

 また、指定就労継続支援Ａ型については、その利用に当たり、指定就労継続支援

Ａ型の利用が適切か否かの客観的な判断を行うため、原則として暫定支給決定を行

うこととされているので、適切なサービス利用という観点からも、併せて周知方よ

ろしくお願いする。 

 なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１

項の規定に基づく技術的な助言である。 
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記 

 

１ 就労継続支援Ａ型の利用に係る支給決定手続きについて 

  就労継続支援Ａ型は、利用者と雇用契約を締結することにより、就労機会を提

供しつつ、生産活動等の機会を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練等を行うものであり、その利用に当たっては、一定期間の訓練を行う

サービスであることを踏まえ、就労継続支援Ａ型の利用が適切か否かの客観的な

判断を行うため、原則として、暫定支給決定を行うこととされているので、利用

者に対して適切なサービスを提供するという観点からも、適正な支給決定手続き

をお願いする。 

  なお、暫定支給決定が行われた利用者については、雇用保険法施行規則（昭和

５０年３月１０日労働省令第３号）第１１０条に基づく特定求職者雇用開発助成

金の支給対象となる対象労働者から除外され、当該助成金の支給はされないこと

となっている。 

 

２ 不適切な事業運営の事例 

（１）生産活動の内容が不適切と考えられる事例 

  ① 事例内容 

    就労機会の提供に当たり、収益の上がらない仕事しか提供しておらず、就

労継続支援Ａ型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難であると

考えられる事例。 

  ② 指導の際の確認点 

   ア 就労継続支援Ａ型の利用に当たっては、利用者と雇用契約を締結するこ

ととなっており、雇用契約を締結した利用者については、労働関連法規の

適用を受ける労働者に該当し、最低賃金法（昭和３４年４月１５日法律第

１３７号）が適用されることから、最低賃金を支払うことが可能な収益性

の高い事業内容であるか、また、利用者に対して当該事業内容を踏まえた

仕事が確保されているかを確認する。 

     確認に当たっては、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いにつ

いて」（平成１８年１０月２日社援発１００２００１号厚生労働省社会・

援護局長通知）の別紙「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づき作成

することとされている「就労支援事業別事業活動明細書」により、収益と

費用の比率等を確認することで、最低賃金を支払うことが可能な事業内容

であるかどうかを判断する。 
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   イ 指導に当たっての根拠（運営基準第１９１条、１９２条） 

     運営基準第１９１条第１項では、「指定就労継続支援Ａ型事業者は、就

労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給

状況等を考慮して行うよう努めなければならない」と規定されていること

から、事業者には、就労機会の提供に当たり、事業者が供給しようと考え

ている物品及び役務に関する市場調査等を実施するとともに、地域の状況

を適切に把握することが求められ、その結果を踏まえ、最低賃金を支払う

ことが可能な収益性の高い仕事を確保する必要がある。 

     また、運営基準第１９２条第１項では、「指定就労継続支援Ａ型事業者

は、第１９０条第１項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければなら

ない」と規定されており、当該規定の趣旨をかんがみれば、最低賃金の水

準に留まることなく、就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓

練その他の必要な支援を行うことにより、賃金水準を高めていくことが事

業者には求められている。 

     したがって、収益の低い仕事しか提供していない場合には、就労機会の

提供に当たり、市場調査等の実施や地域の状況を適切に把握しているとは

いえず、また、利用者に支払う賃金水準を高めるよう努めているとはいえ

ない。 

 

（２）サービス提供の形態が不適切と考えられる事例 

  ① 事例内容 

就労継続支援Ａ型のサービス提供に当たり、利用者の意向や能力等を踏ま

えた個別支援計画が策定されていない事例や、長く働きたいという利用者の

意向にかかわらず、全ての利用者の労働時間を一律に短時間（例：１週間の

所定労働時間が２０時間）としている事例など、サービス提供に当たっての

形態が不適切な事例。 

  ② 指導の際の確認点 

   ア 適切なアセスメントに基づいた個々の利用者に応じた個別支援計画が

策定され、当該計画に基づいたサービス提供がされているかを確認する。 

     また、全ての利用者の労働時間が一律に短時間とされているような場合

には、その理由を確認し、適切なアセスメントに基づいた結果であり、か

つ、利用者の意向等に反して設定されているものでないかどうかを確認す

る。 
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   イ 指導に当たっての根拠（運営基準第３条、１９１条、１９７条（第５８

条の準用）） 

     運営基準第３条第１項では、「指定障害福祉サービス事業者（第３章か

ら第５章まで及び第８章から第１４章までに掲げる事業を行うものに限

る。）は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画

（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対し

て指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な

評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適

切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない」と規定

されている。 

また、就労継続支援Ａ型において準用する同第５８条第２項では、「サ

ービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以

下この章において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立した

日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検

討をしなければならない」と規定されている。 

これらの規定に基づき、事業者には、適切な方法でアセスメントを行っ

た上で適切な支援内容を検討し、個々の利用者の意向や適性、障害特性等

を踏まえた個別支援計画を策定し、サービスを提供することが求められる。 

     また、運営基準第１９１条第２項では、「指定就労継続支援Ａ型事業者

は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、

利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない」と規定さ

れていることから、事業者には、利用者の意向や適性、障害特性等を踏ま

え、個々の利用者に適した作業内容や作業時間とすることにより、作業能

率を向上させることが求められる。 

     したがって、個別支援計画が画一的な内容となっている場合や、正当な

理由もなく全ての利用者の労働時間を一律に短時間としている場合には、

適切な個別支援計画の策定や利用者の意向等を踏まえた就労機会の提供

が行われているとはいえない。 

なお、特定求職者雇用開発助成金は、短時間労働者（１週間の所定労働

時間が２０時間以上３０時間未満）を雇い入れた場合であっても支給対象

となることから、当該助成金を受給するために利用者の労働時間を一律に

短時間としている場合があり、このような理由も上記基準の趣旨から適切
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な事業運営とはいえない。 

 

（３）一定期間経過後に事業所を退所させている事例 

① 事例内容 

就労継続支援Ａ型の利用に当たり、利用してから一定期間が経過した後、

利用者の意向等にかかわらず、就労継続支援Ｂ型事業所に移行させるなど、

不当に退所させていると考えられる事例。 

  ② 指導の際の確認点 

   ア 利用者の退所状況に関し、一定期間（例：２年又は３年）が経過した後

に就労継続支援Ｂ型事業所に移行し、事業所を退所している利用者につい

て、退所理由を確認する。 

     確認に当たっては、特定求職者雇用開発助成金の支給対象となっていた

利用者について、当該助成金の助成対象期間経過後に退所させられている

ようなことがないかを確認する。 

   イ 指導に当たっての根拠（運営基準第１９７条（第１１条の準用）） 

障害福祉サービスの利用に当たっては、市町村から支給決定を受けなけ

ればならず、当該支給決定には有効期間が定められており、就労継続支援

Ａ型の有効期間は、１月間から３６月間の範囲内で市町村が定める期間と

されており、最大３年間となっている。 

一方で、法第５条第１４項では、「この法律において「就労継続支援」

とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会

を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その

知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める

便宜を供与することをいう」と規定されており、就労継続支援Ａ型には、

利用期間は定められておらず、支給決定に係る有効期間の更新は可能とさ

れている。 

また、就労継続支援Ａ型において準用する運営基準第１１条では、「指

定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではなら

ない」と規定されている（※）。 

これらの規定に基づけば、事業者は、現に就労継続支援Ａ型を利用して

いる者に対し、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、事業所を退

所させたりといったことをしてはならず、支給決定の有効期間中の利用者

は当然のこととして、支給決定の更新が行われた利用者に対しても適切に

サービス提供を行う必要がある。 
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したがって、特定求職者雇用開発助成金の支給対象となる利用者につい

て、当該助成金の助成対象期間が２年（重度障害者等に該当する場合には

３年）であることから、利用者の退所時期が当該助成金の助成対象期間経

過後と一致しているような場合には、正当な理由なく、当該助成金の支給

終了とあわせて退所させている場合があり、このような取扱いは適切な事

業運営とはいえない。 

 

   ※ 提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは以下の通り。 

    ・ 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

    ・ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場

合 

    ・ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めて

いる場合であって、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、

その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困

難な場合 

    ・ 入院治療が必要な場合 


